
市内事業者がグループで取り組む 「感染症防止対策」 及び 「販路拡大等」を支援します

新たなビジネスモデル・経営革新チャレンジ支援補助金

募集期間 令和２年９月１日～１０月３０日
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内事業者の事業継続や地域経済の活性化を目的として実施します!

市内事業者がグループで取り組む 「感染症防止対策」 
「販路拡大等」を支援します

対象
事業者

補助対象
経費

補助率
(限度額 )

市内に事業所がある法人または個人事業者で、
３者以上の事業者を中心に構成するグループ

次の①及び②の要件を満たしている事業

補助対象経費の 10 分の９ （上限１００万円）

①「感染症防止対策」を実施していること
②「販路拡大・新サービス展開等のビジネスモデル」事業であること

※個人事業者については税務署に開業届を提出している者
  （今後創業予定の者も可）

単独事業者は対象となりません。

どちらか一方だけでは対象外です。

3 者以上での
企画提案

※1,000 円未満の端数が生じた場合は切り捨て

申請
書類

事業
期間

◆ 企画提案参加申込書
　・ グループ名簿　・ 事業企画書　・ 収支予算書　・ 実施計画書
◆ 見積書などの積算根拠資料 など

◆ 設備、機器等の購入または改修に要する経費（諸条件あり）
◆ 宣伝広告費等の外注委託に要する経費
◆ 提案事業の取組みを実施するために新たに雇用する人件費の一部
◆ 消耗品費 など

交付決定の日から令和３年１月 31日、
又は申請者が定める日のいずれか早い日まで

※ 企画提案参加申込書等は、ホームページもしくは産業振興課の窓口で入手できます。

※ 対象経費については別紙にも記載があります。ご不明点はお問合せください。

※ただし、令和２年４月７日以降で交付決定前に実施した事業についても、
　適正と認められる場合には遡って補助金の対象となる場合があります。

問合せ先：西東京市産業振興課 042-420-2819
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